
ＮＯ.         

千歳商工会議所 会員加入申込書 

令和  年   月   日 
千歳商工会議所 宛  

ふりがな   

事業所名 事業所名、屋号 

ふりがな 
 
役職 代表者役職 

   

代表者名 氏名     代表者氏名 

所在地 

□事業所 

□自 宅   

□その他 

〒 

左記にチェックを入れる チェックした場所の住所 

（日中に連絡可能な番号をご記入ください） 

 

TEL 日中に連絡可能な番号・携帯可 

（個人事業主の場合は、自宅の住所もこちらにご記入ください） 

〒  FAX FAX番号 

E-Mail soumu@chitose-cci.or.jp ＵＲＬ https://www.chitose-cci.or.jp 

個人創業 開業日（法人成りした場合も記入） 資本金 法人の方のみ 

法人設立 法人設立日 業 種 〇〇業 

現地開業 営業所での入会の場合 
主 な 

取扱品 

１. 

２. 

３.  

４. 
従業員数 

役員・家族従業員を除く 

（常用）             〇〇名 

（臨時・季節）         〇〇名 

担当者情報 
 

(連絡窓口) 

 部署・役職  

  

担当者名 

 
TEL    

E-Mail  

会費 

（口数確認） 

商工会議所趣旨に賛同し、 

会費     口(今年度納入額        円)を引き受け加入申込いたします。 
個人…３口(年額15,000円)以上  

法人…４口(年額20,000円)以上        ※資本金、販売高、従業員数の区分によりご協力いただきます 

会員情報 

取扱 

当所が発行する広報誌「商工千歳」にて、新規会員を掲載し紹介しております。 

↓どちらかに○をつけてください。 

情報の掲載を希望しますか？（ 掲載を希望する ・ 掲載を希望しない ） 

※いただいた情報は商工会議所の事業運営・実施、各種連絡・情報提供のために利用するほか、 

会員名簿に掲載し、関係団体に公開・頒布することがありますのでご了承のほどお願いいたします。 

入会理由 

該当するものに○をつけてください。※複数選択可能 

経営相談（事業計画、資金繰り、創業 等）/ 税務関係の指導・支援（記帳指導・確定申告）/ 

会員交流・販路の拡大 / 共済・福利厚生などの会員ｻｰﾋﾞｽ / 融資制度・補助金 等の情報収集 / 

社会的信用や知名度向上 / 知人・関係先の紹介（紹介者名：                    ）/ 

その他(                                                     ) 

希望案内先 
■案内文書の送付先（ 登録事業所 ・ 本社 ・ 自宅 ）■請求書の送付先（ 登録事業所 ・ 本社 ・ 自宅 ） 

■職員が事業所へ訪問する際の訪問先 （ 登録事業所 ・ 本社 ・ 自宅 ） 

 
※裏面の確約書も必ずご確認・ご記入ください。 

会議所 
記入欄 

入会担当者  初回入金方法(日付) 現金（   /   ）/ 請求書送付 （   /    ） 

事業所コード  産業分類番号  

令和  年  月  日 第    回 常議員会にて承認。 

1 つは必ずご記入ください 

本人以外に担当者がいる場合は記入 

  を記入 

（記入例） 



 本社が市外にある場合のみ記載 

 

ふりがな  

事業所名 
          本社が市外にある場合のみ 

ふりがな 

役職 本社が市外にある場合のみ 

 

代表者名 氏名   本社が市外にある場合のみ 

所在地 
〒 

本社所在地 

TEL   本社TEL番号 

FAX   本社FAX番号 

事業開始日 本社事業開始日 業 種 本社業種 

 

 

 

確約書 

 当社は、下記１及び２のいずれにも該当致しません。また、将来においても該当することはありません。 

 この確約が虚偽であり、又はこの確約に反したことにより、千歳商工会議所から除名される等、当社が不利益を被ることにな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、この確約が虚偽であり、又はこの確約に反したことにより、千歳商工会議所に損害を与えた場合には、その損害を賠

償致します。 

記 

１．会員として不適当な者として次に掲あげる者 

（１） 暴力団または暴力団員。 

（２） 前号に該当しなくなった日から 5 年を経過しない者。 

（３） 暴力団準構成員、暴力団の威力を示す常習者、総会屋、社会運動等標榜ゴロその他の反社会的勢力。 

（４） 法人その他の団体であって、その役員等（取締役、監査役、執行役、執行役員、相談役、顧問、支店長、所長そ

の他名称の如何を問わず、業務を執行し、または実質的に業務執行に対し支配力を有するものを含む。以下に同じ）に

（１）から（３）までに掲げる者のいずれかに該当する者があるもの。 

（５） 法人その他の団体であって、その役員等が（１）から（４）に掲げる者のいずれかと社会的に避難されるべき関係を有し

ていると認められるもの。 

 

２．会員として不適当な行為をする者として次に掲げる行為を行う者 

（１） 暴力的もしくは脅迫的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為。 

（２） 暴力的または脅迫的な言動を行う行為。 

（３） 風説を流布しまたは偽計もしくは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為。 

（４） 前項各号に掲げる者であることを知りながら、かかる者に対して資金、利益または便宜を供与する行為。 

（５） 不当に前項各号に掲げる者を利用する行為。 

（６） その他前各号に準ずる行為。 

 

令和  年  月  日 

住所 ）  

社名 ） 

ご芳名）                           印 
（自署の場合押印省略可） 

▼ 【必須】内容をご確認の上、必ずご記入ください ▼ 

全て必ずご記入ください 


